
≪職種別平均賃金一覧≫









同一労働同一賃金において、ユーテックは“労使協定方式”を選択します。

今回ユーテックでは、「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金と同額以上である」との

条件のもとに以下のように、賃金の設定を行います。

≪時給構成について≫

①基本給＋②職能給

③退職金・賞与

※常時支給

≪昇給に関して≫

入社1年後より1年毎に行う査定。

人事評価に伴い、派遣先との賃金交渉により上がった場合、経験の蓄積・能力の向上が認められた場合

に基本給額を昇給。

※派遣先により個別に昇給表を作成予定。

≪交通費に関して≫

実費支給 ※但し、上限は20,000円まで

ガソリン代計算方法 ：直線距離×2(往復)÷9㎞/ℓ×140円×出勤日数

≪同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額に関して≫

職業安定業務統計の求人賃金基準値 × 愛知県地域指数(105.4%) ＋ 退職金(時給の6％)

※一部就業エリアによる

① 令和6年4月1日付け 派遣社員数 250名

② 令和6年度 派遣先事業所 16事業所

③ 令和6年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 16,533円

④ 令和6年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 11,867円

⑤ 令和6年度 マージン率平均 28.20%

⑥ 派遣労働者のキャリア形成制度に関する事項

  ・教育訓練 【e-ランニング】

  ・キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 窓口：池崎 0566ｰ82ｰ7331

⑦ その他労働者派遣事業の業務に関する事項

⑧ 労働者の待遇の決定に関する労使協定を締結しているか否かの別

  □ 労使協定を締結していない

  ■ 労使協定を締結している (協定書の有効期間終期 令和8年3月31日)

  ・協定労働者の範囲 ：全派遣社員

≪マージン率について≫

社員送迎あり

≪同一労働同一賃金について≫

＋■基本給等 ■交通費


